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１ 土地の先買制度の目的 
 
私たちの街を住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共

施設を計画的に整備する必要があります。 
これら公共目的のため必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和４７年に公

有地の拡大の推進に関する法律（以下「公拡法」という。）による土地の先買制度が制定

されました。 
 
 

２ 土地の先買制度の内容 
 
この法律は、土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出る届出制と

土地を市や県などに買い取ってほしいときにその旨を申し出る申出制の２つの制度があ

ります。 
 
 
【届出制：公拡法第４条】 
別表に掲げる一定の規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき（売買、交換等）

は、譲渡しようとする３週間前までにそのことを市長に届け出る必要があります。 
なお、国土法の監視区域及び注視区域の指定があった区域内では、国土法の届出を公

拡法の届出とみなし、公拡法の届出は必要ありません。（銚子市は該当なし） 
 
【申出制：公拡法第５条】 
別表に掲げる一定の規模以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望すると

きは、市長にその旨を申し出ることができます。 
 
 

３ 買取りの協議について 
 
届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から３週間以内に市長

が買取り希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。 
買取り希望がない場合は、その旨をお知らせいたします。 
買取協議団体の決定後は、当該買取協議団体と買取りの協議を行うことになります。 
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することは出来

ません。合意に達すればその土地を買い取らせていただきます。 



 
 

地方公共団体による買取りが実現すると 
 
 

４ 税法上の優遇措置 
 
この制度に基づいて地方公共団体等に土地を譲渡していただいた場合には、その譲渡

所得につき１，５００万円までの特別控除又は損金算入が受けられます。 
〔租税特別措置法第３４条の２・第６５条の４〕 
 
 

５ 土地の利用 
 
買取られた土地は、主に道路、公園、教育文化施設、社会福祉施設などの都市施設や

これらの代替地として利用されます。 
 
 

６ 届出が必要となる面積及び申出の対象となる面積 

届出 

１ 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、面積が２００㎡以上の土地を有償で譲

渡しようとする場合 
（１）土地計画施設（土地区画整理事業を施行する土地にかかるものを除く。） 

の区域内に所在する土地 【都市計画道路・都市計画公園等】 
 
（２）都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの 
  ①道路法により、道路の区域として決定された区域内に所在する土地 
  ②都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地 
  ③河川予定地として指定された土地 
  ④生産緑地地区の区域内に所在する土地 他 
 
２ 上記に掲げる区域を除く都市計画区域【銚子市全域】で１０，０００㎡以上の

土地 

申出 都市計画区域内【銚子市全域】に所在する１００㎡以上の土地を地方公共団体等

に買取りを希望する場合  （銚子市規則第４号） 



 
 

７ 届出が不要となる場合 
 
１ 国、地方公共団体若しくは政令に定める法人に譲渡されるものであるとき、又は 
これらの者が譲り渡すものであるとき 

２ 都市計画法の開発行為を受けた開発行為に係る開発区域内の土地 
３ 公拡法第４条に係る届出をし、もしくは公拡法第５条の申出をした土地で地方公 
共団体等との間の協議が成立しない等の理由により第８条の譲渡制限期間が経過し 
てから１年以内に届出者、もしくは申出者が有償譲渡する土地 

４ 共有持分権の処分 
５ 強制執行として競売される場合 
６ 農地法第３条第１項の許可を受けることを要する場合 
７ 信託受益権の譲渡（信託契約解除を前提とする場合を除く） 
 
 

８ 土地譲渡の制限期間 
 
 届出・申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡（売買など） 
することは出来ません。 
 ①買取らない旨の通知があるまで 
  （譲り渡そうとする土地の所在する市都市整備課において届出・申出を受け付け 

た日から３週間以内） 
 ②買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して３週間以 
内まで 

 
 

９ 罰則 
 
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届け出などをすると５０万円以下の科料に

処されることがあります。（公拡法第３２条） 
 

 

１０ 届出及び申出の手続き 
 
１ 届出・申出書類 



 ①届出・申出書類は、銚子市都市整備課の窓口に備え付けてあります。 
 ②届出は、「土地有償譲渡届出書」（様式１）で行ってください。 
 ③申出は、「土地買取希望申出書」（様式２）で行ってください。 
 ④添付していただく図書は、下記「２ 届出・申出に要する添付図書」に掲げるも 

のを１部提出してください。 
 
２ 届出・申出に要する添付図書 
№ 図書名 内    容 

１ 位置図 届出等に係る土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の

地形図 

２ 周辺図 
方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、

公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状

を明らかにした縮尺５０００分の１の見取り図 

３ その他 都市計画図、住宅地図、その他当該譲渡の参考になるもの 

 
 
 


